
＊ 金融機関、

　 NPO法人などの機関は

課題や協議内容に応じて出席依頼

（１）　認知症、精神障がいや知的障がい、病気などにより判断能力が不十分な方、またはそのおそれがある方
（２）　上記（１）の家族、関係者
（３）　上記（１）の支援者（各専門支援機関は二次的な支援）

権利擁護支援体制のイメージ図（案）

事務局

権利擁護支援チーム

丹波市権利擁護支援推進協議会
＝ 地域連携ネットワーク

神戸家庭裁判所柏原支部
連

　

携

連　携

地域包括支援センター、相談支援事業所などの専門支援機関

丹波市権利擁護支援センター（中核機関）
※ 機能を一部委託

対

象

者

本人（権利擁護支援が必要な方）
親族、後見人等

ケアマネジャー、相談支援専門員
サービス事業所、医療機関
民生委員児童委員　等

活

動

支

援
二次相談

一次相談

③丹波市歯科医師会

①丹波市認知症疾患医療センター ②丹波市医師会

④丹波健康福祉事務所

⑤丹波警察署

⑥丹波市消防本部

⑦神戸地方法務局柏原支局

⑧兵庫県弁護士会

⑫柏原人権擁護委員協議会

⑪丹波市民生委員児童委員連合会

⑩丹波市自治会長会

⑬丹波市社会福祉協議会

⑨兵庫県司法書士会丹波支部

⑭丹波市介護保険サービス事業者協議会⑮丹波市

⑯丹波市地域包括支援センター

⑰丹波市商工会

⑱柏原公共職業安定所

⑲丹波市身体障害者福祉協議会

⑳丹波市手をつなぐ育成会

㉑木の根家族会

㉒障害福祉サービス事業所

㉓相談支援事業所

㉔公募による市民

㉕その他市長が認める機関

オブザーバー：神戸家庭裁判所柏原支部

資料３

丹波市権利擁護支援推進協議会（仮称）

ａ. 地域の支援機関等の連携強化

ｂ. 権利擁護に関する地域課題抽出、課題解決を図るための協議

ｃ. 権利擁護支援センターの運営、事業計画に関する協議


